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ガイダンス施設外観

ガイダンス施設内展示室



　史跡大平山元遺跡は、後期旧石器時代後半期から縄文時代草創期まで、石器の特徴

等の暮らしの移り変わりを追うことができる遺跡として、2013（平成25）年３月に国の

指定を受けました。

　町では、史跡を次世代へ伝えていくために保存管理体制を整え、2015（平成27）年度

に『史跡大平山元遺跡保存管理計画』、2016（平成28）年度に『史跡大平山元遺跡整備

基本構想』をまとめ、2017（平成29）年度に『史跡大平山元遺跡整備基本計画』を策定

しました。また、2021（令和３）年度には、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資

産のひとつとして「世界文化遺産」となり、史跡整備公開に向けて準備を整え、事業

を進めてまいりました。

　このたび、第１期とした整備を終え、解説板の設置や平面表示等によって本史跡を

理解しやすくなり、魅力度が向上しました。開館したガイダンス施設では、実物の展

示や映像、解説パネル等により本史跡の価値をわかりやすく伝えることができるよう

になりました。本書はその整備事業の成果をまとめたもので、これからの史跡大平山

元遺跡の保存と活用や文化財の普及啓発にも役立つことができれば幸いです。

　最後になりましたが、本事業を進めるにあたり、ご指導、ご協力を賜りました文化

庁及び青森県教育委員会、外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議の委員長はじ

め、委員の方々、関係者や大平地区の皆様に厚くお礼申し上げるとともに、引き続き

のご支援とご協力をお願い申し上げます。

　2025（令和７）年３月31日

� 外ヶ浜町長　山 㟢　結 子　

序　文



例　言

１�．本報告書は、主に令和元～５年度に実施した、史跡大平山元遺跡整備事業の事業実施報告書で
ある。

２�．本事業は、文化庁の補助金の交付を受けて実施された（史跡大平山元遺跡歴史活き活き！史跡
等総合活用整備事業）。なお、一部の事業については、青森県の補助金を受けたもの、町単独で
実施した事業もある。

３�．本事業の実施にあたっては、文化庁第二課及び青森県教育庁文化財保護課の指導助言を受け
た。また、関係各位・機関の協力を受けた。

４�．本報告書の作成・編集は、教育委員会世界遺産対策室の駒田が行った。
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第１章　大平山元遺跡の概要
１　遺跡の位置
　史跡大平山元遺跡（大平山元Ⅰ遺跡及び大平山元Ⅱ遺跡のほとんどの範囲）は津軽半島の北東部、
陸奥湾に注ぐ蟹田川の河口から８㎞の左岸にあって、西側からの砂川沢と北側からの高石股沢が合
流する地点、津軽山地北側のほぼ中央に位置する。高石股沢の左岸に沿うように南北にのびる標高
24ｍから26ｍの低位段丘上、南北500ｍ、東西200ｍの範囲に立地する。扇状地状を呈し、凹凸が認
められる南北の谷地形をはさみ、東西にひろがっている。この低位段丘の先端部は、更新世には、
蟹田川に向かって浅い谷が形成されることで東西に分断され、凸状の微高地を中心に、その西側に
は大平山元Ⅰ遺跡（縄文時代草創期主体）が、東側には大平山元Ⅱ遺跡（後期旧石器時代主体）が、そ
して低位段丘の最奥部には大平山元Ⅲ遺跡（後期旧石器時代主体）がそれぞれ営まれた。なお、こ
の蟹田川のさらに上流3.5㎞付近には、大平山元遺跡の各地点から出土する大部分の石器の素材と
なった珪質頁岩の産出地が確認されており、大平山元遺跡がこの地に所在する理由になっている。

出土遺物（大平山元Ⅱ・Ⅲ遺跡）出土遺物（大平山元Ⅰ遺跡）

上空南から
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２　指定について
　1971（昭和46）年、蟹田大平集落から見つかった石器を契機に1975・76（昭和50・51）年に青森県立
郷土館によって学術調査が実施された。大平山元Ⅰ遺跡と名付けられ、拾われた石器が神子柴型石
斧と考えられたこともあって、発見を期待していた土器片が見つかった。土器片は、縄の文様や貼
付帯などがなく無文のものだったが、神子柴・長者久保石器群に土器が伴うことを明らかにした考
古学史上、重要な結果を示した調査となった。さらに、調査中に住民の情報や踏査によって、大平
山元Ⅱ遺跡、大平山元Ⅲ遺跡と遺跡が発見され、続けて学術調査が行われた。ナイフ形石器やいわ
ゆる有樋尖頭器や舟底形の細石刃核等いくつかの石器群が確認された。これにより青森県の後期旧
石器時代から縄文時代草創期にかけての様相の解明につながった。また、大平山元Ⅱ遺跡は、1989
（平成元）年に地区会館の建替による発掘調査により、湧別技法による細石刃石器群の接合資料が見
つかり、県立郷土館の学術調査の成果とあわせ、日本列島各地との関係を示す、北日本では他に例
がない遺跡となった。大平山元Ⅰ遺跡は、その後の1998（平成10）年に住宅建設に伴って、調査団
による発掘調査行われ、青森県立郷土館と同様に神子柴・長者久保石器群に土器が伴うことを確
認、土器に付着していた炭化物の年代測定を実施し、理化学的な数値による裏付けを得た。また、
15,500～16,000calBPという較正年代を示し、その年代の認識や土器出現の古さ、時代区分論を提起
する等の縄文時代草創期の議論を再燃させる等、学史的な意義も大きいものだった。土器とともに
石鏃の使用が開始されるものの、旧石器時代後半期の特徴である石刃と石刃	素材の石器（掻器・彫
器・削器）を使い、それら刃部をあわせもつ複合的なマルチナイフが特徴的である。
　史跡指定を見据えた2000（平成12）年からの保存目的の調査によって、範囲の確定や価値付けが行
われた。大平山元Ⅰ遺跡の範囲全てと大平山元Ⅱ遺跡のほとんどの範囲が、「大平山元遺跡」とい
う史跡名称として、2013（平成25）年に国の史跡に指定された。その後、2015（平成27）年に指定範囲
が追加指定され、指定の面積は20,860.92㎡となった。また、2014（平成26）年には、外ヶ浜町が管理
団体の指定を受けている。
　なお、出土遺物については、2019（平成31・令和元）年、大平山元Ⅰ遺跡出土品1998（平成10年）出
土の土器29点、石器93点が県重宝の指定を受けた。そのすべてと大平山元Ⅱ遺跡1990（平成元）年
出土、2004（平成16）年出土のあわせて町所有分石器206点、接合資料17組、土器片27点、附93点が
2025（令和７）年、青森県大平山元遺跡出土品として重要文化財指定の答申を受けている（なお、指

指定書官報
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定品には県所有分石器146点、接合資料26組、土器片18点、附37点もある）。
　史跡指定へ向けての事業を取組んでいるさなか、2007（平成19）年、北海道及び青森県、岩手県、
秋田県は、所管する縄文時代の史跡の中で主たるものをあわせて世界文化遺産登録に向けて共同提
案することを決めた。史跡指定前ではあったものの大平山元遺跡もその構成資産のひとつとして選
ばれ、関係する自治体と同様に、町は参加を表明した。世界遺産暫定一覧表への記載、国内推薦候
補の選定、ユネスコへの推薦書の提出等の準備のプロセスを経て、この「北海道・北東北の縄文遺
跡群」は、2021（令和３）年世界文化遺産となった。

世界遺産パブリックビューイング写真

認定書
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第２章　事業の実施体制
１　事業の概要
　2013（平成25）年の史跡指定にともない、適正かつ厳格な保護が図られたことを受け、外ヶ浜町で
は、史跡大平山元遺跡保存管理計画策定本部を立ち上げ、計画策定のための助言等をうけるための
外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議を設置した。保存管理計画策定にあたっては、引き続い
て策定する予定の整備基本構想、整備基本計画を念頭におき、整備や活用についても考慮すること
とした（計画の策定については次章で詳細を記す）。他自治体の先行事例の現地視察も行い、下記の
会議委員とともに複数年度にわたり県内はもとより秋田県や宮城県へ訪れ、担当者からの説明を受
けることができた。計画策定や検討と同時に指定地の公有地化事業に取り組み、国庫補助事業の史
跡等購入費補助金の交付を受けて年度毎に取り組んでいった。公有地化事業は、大平山元Ⅰ遺跡の
範囲を優先的に進め、所有者の史跡への理解と町の整備事業への協力の意図を確認し丁寧に進捗
し、同意を得た所有者に年度毎に１筆程度で行った。
　整備基本計画策定後、公有地化を進めていた指定地の一定の範囲について、整備の見通しがたっ
たため、2018（平成30）年、策定した計画の内容の一部分を第１期整備事業として位置づけ、整備事
業の実施設計をまとめた。これに伴って、公有地化事業はひとまず置いておき、整備事業に注力す
ることとした。整備工事については、幾つかある工程を分け、３年をかけて実施することとした。
2019（平成31・令和元）年から国庫補助事業の歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業補助金の交付
を受け、実施設計や測量調査の実施から取り組んだ。2022（令和４）年、指定地内の整備工事が完成
した。2021（令和３）年、ガイダンス施設についても新規建設の方向性を決め、基本や実施設計をま
とめ、2023（令和５）年建設工事に着手、同年完成し、第１期整備事業として位置づけた事業が完了
した。

２　実施体制について
　事業の主体は外ヶ浜町教育委員会が担った。外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議を設置
し、指導助言を受け進めた。
　外ヶ浜町教育委員会
　教育長　村田長年（平成25年度～29年６月）　五十嵐義人（平成29年６月～）
　社会教育課長　金沢勝（平成25年度）　沼田修身（平成26～28年度）　三浦和文（平成29・30年度）
　　　　　　　　�三上豊（平成31（令和元）年度）　高畑要（令和２年度）　小川勇一郎（令和３・４年

度）　津嶋暢（令和５年度～）
　担当者　駒田透　成田竣（令和６年度～）
　外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議委員
　委員長　川口潤（元青森県埋蔵文化財調査センター副参事）
　副委員長　一町田工（一般社団法人三内丸山遺跡応援隊理事）
　委員　�稲田孝司（岡山大学名誉教授）　岡村道雄（奈良文化財研究所名誉研究員）　三宅徹也（元青

森県埋蔵文化財調査センター次長）　山口義伸（元青森県立浪岡高等学校教諭）　三橋隆
（外ヶ浜町自治会連絡協議会長：平成25年度）　野藤勝雄（同：平成26～令和２年度）　石田
孝義（同：令和３年度～）　笹木耕一（外ヶ浜町大平地区区長）　尾野敏（地権者代表：平成
26～27年度）　笹木実（同：平成28～平成31（令和元）年度）　中野仁（外ヶ浜町教育委員会教
育委員）　佐々木文武（外ヶ浜町文化財保護審議会会長）　鈴木進（外ヶ浜町議会議長）　宮
本一男（外ヶ浜町役場総務課参事：平成26～28年度）　阿部清幸（同：平成29～30年度）　外
﨑文雄（同：平成31（令和元）～４年度）　登坂光春（同：令和５年度～）

� 以上、敬称略
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　施工・設計業者等
　　2018（平成30）年度　
　　　整備基本設計　有限会社ウッドサークル（東京都中央区日本橋人形町２－16－２）
　　2019（平成31・令和元）年度
　　　現地測量調査　株式会社クボタコンサル（青森市橋本三丁目13－５　207号）
　　　整備実施設計　有限会社ウッドサークル（東京都中央区日本橋人形町２－16－２）
　　　展示施設検討　アール・エー・ビー開発株式会社（青森市第二問屋町３－２－35）
　　2020（令和２）年度
　　　整備工事請負　株式会社大東建設（外ヶ浜町字蟹田田ノ沢11－13）
　　　整備工事監理　有限会社ウッドサークル（東京都中央区日本橋人形町２－16－２）
　　　整備実施設計　有限会社ウッドサークル（東京都中央区日本橋人形町２－16－２）
　　2021（令和３）年度
　　　整備工事請負　株式会社鈴木建設（外ヶ浜町字蟹田内黒山35－１）
　　　整備工事監理　有限会社ウッドサークル（東京都中央区日本橋人形町２－16－２）
　　　整備実施設計　有限会社ウッドサークル（東京都中央区日本橋人形町２－16－２）
　　2022（令和４）年度
　　　整備工事請負　株式会社鈴木建設（外ヶ浜町字蟹田内黒山35－１）
　　　整備工事監理　有限会社ウッドサークル（東京都中央区日本橋人形町２－16－２）
　　　施設実施設計　アール・エー・ビー開発株式会社（青森市第二問屋町３－２－35）
　　2023（令和５）年度
　　　施設工事請負　丸喜株式会社齋藤組（青森市中央２－２－12）
　　　施設工事監理　アール・エー・ビー開発株式会社（青森市第二問屋町３－２－35）

整備後ガイド風景（2024（令和６）年）整備前（2018（平成30）年）

現地の状況　調査風景（2000（平成12）年）現地の状況整備前空撮（2004（平成16）年）
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第３章　計画等の策定
１　大平山元遺跡保存管理計画
　史跡指定を受け、大平山元遺跡の本質的価値を適切に保存し、次世代へ伝えていくための基本方
針や関係法令等に基づく保存管理の具体的施策、管理体制の構築、整備・活用の方針等を明らかに
することを目的とし、2013（平成25）年度から保存管理計画の策定を進めた。素案の作成を進め、盛
り込むべき内容等の助言を受けるため、外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議を開催し、修正
や確認を繰り返し行った。文化庁や青森県文化財保護課の協議を続けながら、素案に反映させ、上
記の会議は計４回の開催となった。2015（平成27）年度末に策定が完了した。
（１）基本方針
　目標を達成させるため４つの項目を定めた。①史跡の適切な保存管理②整備・公開・活用の推進
③管理運営体制の整備と推進④経過観察の実施の４つである。
（２）保存管理の方法としての地区区分
　保存管理の方法として史跡指定地内を以下の４つに区分した。①第１種地区（史跡の本質的な価
値を構成する諸要素が良く残されており、現状が宅地、畑地、雑種地、道の地区）②第２種地区（史
跡の本質的価値を構成する諸要素が良く残されており、現状が境内地の地区）③第３種地区（史跡の
本質的価値を構成する諸要素のうち、遺物が包蔵されている状態が良く保存されている第１種地
区、第２種地区に連続する地形が残る地区）④第４種地区（第３種区域と同等であるが、指定時にお
いて将来保護すべき範囲とされた部分）の４区分である。
（３）現状変更の取扱
　史跡指定地内は、文化財保護法により現状変更の制限があり、史跡の本質的価値を構成する諸要
素を保護することを第一義として取扱方針を定めた。現状変更の許可を得る必要がある行為及不用
な行為を表にまとめた。具体的な取扱いについては先の地区区分毎に基準を定め表に示した。現状
変更許可申請の手続きについてフローチャートをまとめ手順を視覚化した。指定地の公有地化につ
いても先の地区区分に沿って方向性を示した。
（４）整備公開活用の方針
　史跡の本質的な価値を損ないことなくわかりやすく後世へ伝えるため、基本方針を５つの項目を
定めた。①史跡の適切な保護②次世代への継承③追加指定④公有地化⑤整備の方向性の５つであ
る。整備の課題と方法については、先の地区区分に沿ってまとめ、指定地隣接地についても内容を
示した。また、ガイダンス施設についても整備を検討するとし、幾つかの役割を明示し、目指す方
向を明らかにした。
（５）運営体制の整備
　史跡の管理運営については、管理団体の指定を受
けている町が主体的に行うことと３つの項目を示し
た。①地域住民等と行政の連携・協働②地域住民参
加の仕組み③持続的運営のための定期確認の３つで
ある。
（６）経過観察の実施
　史跡及びその周辺地域に負の影響を与える諸要素
について、その要因を把握し方策をまとめた。

保存管理計画書冊子
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史跡指定地における地区区分図（『大平山元遺跡保存管理計画』2016より）
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２　大平山元遺跡整備基本構想
　2015（平成27）年度の『大平山元遺跡保存管理計画』の策定に引き続いて、整備基本構想の策定に
取り組んだ。上記の計画に示された整備公開・活用にかかる基本方針のもとに、具体的な整備に向
けたテーマ、ゾーン毎の方針、保存のための整備の方針、公開・活用のための整備の方針等を明確
に定めた。策定にあたっては、外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議を開催し助言をうけ、文
化庁及び青森県文化財保護課の指導等を反映させた。上記の会議は計２回の開催となった。2016
（平成28）年度末に策定が完了した。
（１）整備の目的と基本方針
　史跡大平山元遺跡の本質的な価値である①後期旧石器時代後半期から縄文時代草創期への移行の
様相を知ることができること②後期旧石器時代後半期における日本列島各地との関係を示す石器が
多数出土すること③それら遺物群がそれぞれまとまって分布し生活と石器製作の場が特定できるこ
との３つを損なうことなく、わかりやすく後世へ伝えることを目的とし、整備及び公開・活用の基
本方針として以下の５つの項目を定めた。①史跡の適切な保護②次世代へ継承③追加指定④公有地
化⑤整備の方向性である。
（２）基本構想
　整備のテーマを「縄文土器の始まりを示す遺跡」「氷期からのくらしの変化を探る」とし『大平
山元遺跡保存管理計画』で示した地区区分毎にゾーンニングの方針を定めた。①第１種地区は、土
器使用の始まりを理解するゾーン②第２種地区は、土器使用に至るまでの歴史を理解するゾーン③
第３種地区は、遺跡が形成された地形や周辺環境を理解するゾーン④第４種地区は、追加指定後に
第３種と同様とした。あわせて指定地周辺のゾーンニングもまとめ、史跡指定地隣接地は、住民と
見学者の便益のためのゾーンとし、史跡指定地周辺部は、史跡をとりまく環境を理解するための
ゾーンと示した。
（３）保存のための整備の方針
　保存のための整備の方針として、史跡を適切に保存するため①史跡であることを明示すること②
指定範囲を明確にすること③史跡の本質的価値を構成する諸要素に影響が及ばないよう配慮するこ
と④史跡内に毀損等が生じた場合は原状復旧することの４つの項目を定めた。
（４）公開・活用のための整備の方針
　公開・活用のための整備の方針として、①史跡を柵で囲まずに常時公開すること②学校教育・社
会教育等の場としての活用を図ること③町民の文化的活動及び憩いの場としての活用を図ること④
地域の象徴、文化的観光の資源としての活用を図ることの４つの項目を定めた。史跡内の施設整備
の方針として、①案内表示や解説表示を行うこと②遺物の出土状況の表現の工夫③植生等当時の環
境を表現すること④必要に応じて史跡内の発掘調査を行うことの４つの項目を定めた。ガイダンス
施設の方針を①史跡のガイダンスの役割②その他の機能の役割の２つを明示した。
（５）管理・運営の方針
　史跡の管理及び運営については、①町と住民
が協力し、史跡の適切な管理に努めること②活
用主体としての団体やサポーターの組織化をめ
ざすことを方針とした。
（６）事業に向けた課題の整理
　整備事業に向けた課題と今後の展望につい
て、①史跡大平山元遺跡整備基本構想に基づ
き、整備基本計画を策定すること②整備基本計
画に基づく設計と整備事業の推進すること③公
有地化を推進することの３つをまとめた。

指定地周辺のゾーンニング
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３　大平山元遺跡整備基本計画
　2016（平成28）年度に策定した『大平山元遺跡整備基本構想』に続き、整備基本計画の策定に取り
組んだ。上記の構想に基づき、整備の全体計画を示し、地区区分毎の計画や整備内容の項目毎の具
体的な計画を定めた。策定にあたっては、これまでと同様に外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討
会議を開催し助言をうけ、文化庁及び青森県文化財保護課の指導等を内容に反映させた。上記の会
議は計２回の開催となった。2017（平成29）年度末に策定が完了した。以下に内容を引用しながらま
とめる。年度や表現等については策定当時のままとしている。
（１）全体計画
　史跡の全体計画は、設定した「縄文土器の始まりを示す遺跡」「氷期からのくらしの変化を探る」
に沿って行う。土器の始まりを示すため、土器の出土地点の現地表現を行う。氷期を想像できるよ
う、当時の環境に沿った植物の植栽を行って、森の表現を工夫する。また、雪のイメージを体験で
きるよう、積雪の活用（主にソフト事業）を行う。整備については、第１種地区を優先し、第３種地
区の植栽へと進める。
（２）地区区分計画
　基本構想でゾーンニングした①第１種地区（土器使用の始まりを理解するゾーン）は、遺物出土状
況の平面表示及びＡＲ（オーグメンテッドリアリティ）拡張現実・ＶＲ（ヴァーチャルリアリティ）仮
想現実を用いての映像表現を行う。②第２種地区（土器使用に至るまでの歴史を理解するゾーン）は、
神社境内地であり、当面は現状のままとするが、解説表示やＡＲ（オーグメンテッドリアリティ）拡
張現実・ＶＲ（ヴァーチャルリアリティ）仮想現実を用いての映像表現を行う。③第３種地区（遺跡
が形成された地形や周辺環境を理解するゾーン）は、遺跡の立地をわかりやすく示すとともに、植
栽をし、当時の環境を考えることができる場所とする。④第４種地区は、指定地外であるので、追
加指定を進めるよう努める。⑤展示施設候補地（住民と見学者の便益のためのゾーン）史跡への導入
エリアと位置づけ、駐車場、トイレ、休憩場を整備する。また、出土遺物を見学するための展示施
設やイベント広場も整備し、様々な活用事業を実施する場とする。⑤史跡指定地周辺部（史跡をと
りまく環境を理解するためのゾーン）は、史跡の理解に繋がるルート設定を行う場とする。史跡の
背景となる蟹田川との関係を理解するためのモデルルートを示し、蟹田川で採取できる頁岩や遡上
するサケなどを見学できるルートにする。史跡と関係の深い遺跡、同時期の大平山元Ⅲ遺跡、縄文
時代前期の大平墓地公園遺跡へのルートを示し、史跡周辺もあわせて、遺跡が立地している段丘の
様子が理解できるようにする。
（３）遺構保存に関する計画
　地上に露出している遺構はなく、全て地下に埋蔵されている。遺物が出土するまとまり（分布域）
を遺構とし、保存手法は保護盛土を行い万全な保護を図る。
（４）動線計画
　第１種地区南側をメインエントランス、第２種地区南側をサブエントランスとし、案内板を設置
する。史跡への進入路は、段差を斜路で対応し、バリアフリーとする。見学に供するよう園路を設
置する。史跡内の見学者の動線は、園路を設け、園路に沿った見学ポイント・推奨ルートを設定す
る。園路の仕様は、砕石の路盤の上層へ脱色アスファルト等の自然色の舗装を施し、景観に配慮す
る。推奨するルートにはストーリー性を与え、遺跡の理解はもとより、発見の経緯と調査の過程を
理解できるものとする。管理用の動線については、見学者動線と同一とし、不都合が生じた場合、
設定を検討する。
（５）地形造成に関する計画
　各地区とも保護盛土層の造成にあたっては、旧地形の形状を損ねないよう留意する。明らかに後世
に削平されている部分については地形復元も合わせて行う。第１種地区北側の水田跡地について、周
辺の地形を考慮し盛土する。給水については、既存の水道管を選別し対応させる。排水については、
地下に影響を与えないものとし、植栽した植物等を考慮し、盛土レベルに沿った雨水の排水を行う。
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（６）遺構の表現に関する計画
　遺物出土状況の表現は、第１種地区においては平面表示により遺物集中域を示し、解説表示で説
明する。平面の表示は、敷き陶板や敷きタイルで土器の集中地点の２ヶ所を示す。土器出土の表現
は凸状で示し、遺物の分布域の概略をカラー舗装（園路と分ける）で表す。その周囲を園路で囲み、
実際のサイズが現地で理解できるように表現する。２ヶ所の土器集中地点には、解説板を設置し、
ＱＲコードなどを示し、タブレットやスマートフォンを通した映像表現を行う。第２種地区におい
ては、遺物集中域等を図と写真を用い、解説板で説明する。解説板には、第１種地区と同様に、Ｑ
Ｒコードなどを示し、タブレットやスマートフォンを用いた映像表現を行う。第３種地区において
は、遺物出土状況の表現は用いないが、平成16年に出土した石刃の集中地点についての解説を行
う。第１種地区と同様に、ＱＲコードなどを用いた映像表現を行う。
（７）修景及び植栽に関する計画
　植生等の環境の表現は、第１種地区は、遺構への影響がないところへ植栽を行う。第１種地区西
側の段丘平坦部は低木類の植栽を行い、民有地との境界は高木の植栽を行う。第２種地区の神社境
内地は当面現状のままとするが、既存の寒冷地性針葉樹等には樹種名と簡単な解説表示をする。第
３種地区は高木と低木の植栽を行う。植栽する樹種については、県内の埋没林調査等の結果を参考
とし、トウヒ・モミ類、アカエゾマツ、グイマツを植栽する。植栽に当たっては、遺物包含層に影
響が及ばない部分に限定する。第１種地区は芝生とする。植生の他、当時の環境に関する表現とし
て雪を利用する。第１種地区と第２種地区の間の若干の低地を氷雪表示区域とし、冬季の間に排雪
等も利用して雪をため、出来るだけ長く氷雪が残るよう工夫し、寒冷な気候のイメージにつなげる。
（８）案内・解説施設に関する計画
　標識の設置は、第１種地区南端部またはその隣接地と第２種地区南端部またはその隣接地に標識
を設置する。第１種地区側には石碑による標識、第２種地区側には石柱による標識を設置する。説
明板の設置は、上記標識に隣接して説明板を設置する。史跡の指定範囲を明確にするため境界標を
設置する。案内表示については、展示施設も含め、各見学ポイントに誘導するための案内表示を行
う。表示や園路は材質や規模、構造は景観を損なわないよう配慮の上、数は必要最小限とし、設置
は保護盛土内に留める。解説表示は、史跡の理解を深めるため、説明板の他、遺物集中地点、植生
復元地点等に解説表示を行う。材質や規模、構造は景観を損なわないよう配慮の上、数は必要最小
限とし、設置は保護盛土内に留める。
（９）管理施設および便益施設に関する計画
　駐車場は、展示施設の周りに整備する。休憩施設は、展示施設西側の第１種地区導入部付近にベ
ンチ、四阿を設ける。指定地内においても必要に応じて最小限の数を設置する。水道設備は、展示
施設西側の休憩施設付近に散水用と飲用、第１種地区、第２種地区の標識付近に散水用を設ける。
設置に当たっては既存設備を活用する。トイレは、展示施設西側の休憩施設付近に設ける。モニュ
メントは、展示施設の駐車場の南東側角へ設置し見学者を誘導する。照明灯は、見学者の利便性、
安全性を考慮し、園路沿い及び道路沿いに主に設置し、環境へ配慮した仕様とする。
（10）公開・活用およびそのための施設に関する計画
　展示施設の候補地は、指定地南側とする。展示施設の周囲に駐車場を置き、屋外のトイレ、四阿
も設置する。展示施設から第１種地区に至るルートは隣接する第３種地区と同様の植生表現を行
う。展示施設が完成するまでの間は、「外ヶ浜町大山ふるさと資料館」にガイダンス機能を持たせ
る。方針については、基本構想に示したように、社会教育の拠点（町内の他の遺跡の資料や民俗資
料等の展示・学校との連携や体験学習、環境学習の場）、防災機能を含めた集会所（指定地内から移
転「大平会館」）、史跡見学者のビジターセンター（史跡の理解や周遊可能な遺跡や施設の紹介）、物
産品等の販売施設（付近を通るあらゆる人が気軽に立ち寄ることができる交通の要衝）とする。外観
は景観に調和した意匠を検討する。展示施設の詳細については、2018（平成30）年度以降に検討する。

10

第３章



（11）周辺地域に環境保全に関する計画
　2016（平成28）年３月に策定した『史跡大平山元遺跡保存管理計画』において、周辺環境の一体的
な保全の方法としてまとめた。指定地については、文化財保護法により現状変更が制限され、周知
の埋蔵文化財包蔵地についても、文化財保護法による手続きが必要である。水田及び畑地は、農地
法及び農業振興地域の整備に関する法律により転用の制限及び権利移動の制限がある。道路区域は
道路法、民有林は森林法、緩衝地帯を含む一帯は、景観法及び青森県景観条例の範囲である。
（12）地域全体における関連文化財等との有機的な整備活用に関する計画
　町内に所在する各種文化財や、周辺市町村に所在する文化財をめぐるコース等周遊できるような
案内を考慮する。町の指定文化財については、外ヶ浜町文化財保護条例および保護条例施行規則に
よって保護されている。町内では、町循環バスを利用した「蟹田から平舘コース」観瀾山（蟹田台
場）－平舘陣屋－平舘台場をまわる幕末ルート、蟹田一本松－平舘松前街道松並木－長寿の松・夫
婦松をまわる古木ルート「蟹田から三厩コース」蟹田専念寺－三厩義経寺をめぐる古刹ルートなど
時代や種別により、幾つかのルートを設定する等し、リピーターにも配慮する。周辺市町村では、
ＪＲ東日本津軽線（青森～三厩間）を利用した「蓬田－蟹田コース」例えば蓬田村中沢「笠松」－蟹
田鰐ヶ淵「一本松」、「蟹田－今別－三厩コース」例えば蓬田村正法院－蟹田専念寺－今別町本覚寺
－三厩義経寺の寺院めぐりなどを設定できる。自家用車を利用すると、今別町荒馬資料館との連携
も考えられる。
（13）整備事業に必要となる調査等に関する計画
　発掘調査により得られた成果は、剥ぎ取りなどを整備のための展示に供する。また、遺跡の内容
解明のため必要に応じ、発掘調査を行い、整備に資する。環境調査で得られた花粉分析等のデータ
は、整備においても極めて重要である。過去の試料も含め適切に分析を行い、必要に応じて資料収
集のための調査を実施する。
（14）公開・活用に関する計画
　整備後は、積極的な公開・活用を行う。当面は、「外ヶ浜町大山ふるさと資料館」で解説し、現
地誘導を促す。現地でのガイドも可能な限り対応する。幾つかの整備後、ＰＲを重視しメディアや
インターネット等情報の発信に力を入れ、同時に現地ガイド等史跡の活用民間団体の設立などを支
援し、活用を見出す。史跡を中心とした行事、「産業まつり」のようなイベントを団体と連携し開
催、継続させる。完成後に目指す形は、史跡・ガイダンス施設・住民・来訪者一体となり、町全体
を活性化させるものにつなげる。
（15）管理・運営に関する計画
　清掃は町が行い、その間に地元住民や地元団体との協力のあり方等を検討する。冬季の管理は、
除雪は、県道から第１種地区および第２種地区の標識、説明板までの間に留め、園路、園内につい
ては行わず、冬季間は、標識、説明板の見学、県道側及び展示施設から遠望する地形見学、展示施
設内の見学を基本とする。展示施設周辺及び駐車場は必要に応じて除雪を行い、冬季閉園とはせ
ず、園内散策の希望者には防寒具、長靴、カンジキ等を貸出し、氷雪歩行体験をしてもらう。第３
種地区の氷雪表示地区には排雪も利用しながら雪を圧雪し蓄える。整備に用いる樹木の一定数は苗
から育て、整備の際に移植する。育苗や移植、その後の管理及び樹木に関連した解説には地元住民
の協力を得る。園内の説明には、説明板の他、音声ガイドを活用する。録音には声の仕事に携わる
町ゆかりの人、町の中学生、地元の人の協力を仰ぎ、一般向け、子供向け、津軽弁版、外国語版な
ど複数バージョンを準備する。将来的にはボランティアガイドの活用を検討する。
（16）事業計画
　2018（平成30）年度基本設計を行う。2019（平成31）年度以降実施設計及び工事用測量を行う。展示
候補地の公有地化及び測量、基本設計・実施設計を行う。スケジュールを表にまとめ示した。
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整備予想図（史跡大平山元遺跡整備基本計画2018より）
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第４章　整備の内容
１　整備事業について
　整備基本計画策定後、公有地化を進めていた指定地の一定の範囲について、整備の見通しがたっ
たため、2018（平成30）年に策定した計画内容の一部分を第１期整備事業として位置づけることとし
た。そこで、町の単費事業として、第１期整備事業の基本設計をまとめた。設計の内容を具体的に
実現し、進めるにあたって、整備工事については、経費圧縮の視点も重要な事項であった。このた
め、幾つかある工事作業工程を分け、年度毎の費用をおさえ、３年間（令和２～４年度）にわたって
実施することとした。事業を進めている中でガイダンス建設の方向性が定まり、引き続き建設工事
を実施（令和５年度）した。文化庁の補助金の交付を受けて実施した史跡大平山元遺跡歴史活き活
き！史跡等総合活用整備事業は、2019（令和元）年度から2023（令和５）年度の５年間である。
　以下に年度毎に事業内容を記載する。なお、その前段階である2018（平成30）年度の事業も示し、
経緯等のいきさつをまとめる。

　　表１　国庫補助実績報告書金額一覧　　　　　　　　　　　　　千円

年度 総額 町負担額 国庫補助額 県補助額

元 5,020 2,510 2,510

２ 10,820 5,410 5,410

３ 32,592 16,296 16,296

４ 43,998 22,000 21,998

５ 271,793 67,958 135,890 67,945

合計 364,223 114,174 182,104 67,945

２　2018（平成30）年度
　第１期整備事業の基本設計をまとめるにあたって、外ヶ浜町大平山元遺跡等整備活用検討会議を
開催し、整備内容を具体的にどうするか、何を表現するかに重点がおかれた。整備のゾーンニン
グ、保護盛土層の厚さ、その部分の排水、植栽の方法の具体的方法、ハード事業とソフト事業の区
分について、ＶＲＣＧイラストの考証、人形設置の有無、解説板の中身について等の議論が進めら
れた。
　また、会議の中で、整備予定地に簡易的な解説板を設置の助言を受け、史跡であること及び整備
計画があることを明示した。
（１）基本設計検討事項
　①基本設計における整備の方針
　史跡の本質的価値や保存活用の基本方針を踏まえて、基本設計としての整備の方針を整理する。
　・地下の遺物包含層を厳格に保護する。
　・大平河岸段丘上に立地する地形を活かした整備とする。
　・遺物が集中する楕円形の範囲を当時の活動域と捉え、その領域を表現する。
　・各種の石器とともに最古級の土器片の出土状況を表現する。
　・氷期の植生環境に想定される樹種を用いた環境整備とする。
　・地区住民の憩いの場や各種の活用に供する広場を設ける。
　・拡張現実（ＡＲ）や仮想現実（ＶＲ）を用いた映像展示を導入する。
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　②基本設計の概要
　　ア　全体計画
　　　・楕円形の活動域を中心に、その北側は広場とする。
　　　・東西の辺縁部は植栽地とし、周囲の宅地との緩衝植栽を兼ねる。
　　　・将来計画となる周辺の第３種地区への拡大を前提とする。
　　イ　遺構保存・造成
　　　・�当該地区の最大凍結深度は約70ｃｍであり、整備地盤面から遺物包含層までの深さは70㎝

を確保する。
　　　　�Ｚ＝Ｃ×√Ｆ、＝4.3×√280=71.9cm　Ｚ：凍結深度（cm）　Ｃ：定数（F=280において4.3）

Ｆ：最大凍結指数（280cm蟹田、「アスファルト舗装要項」・社団法人日本道路協会）
　　　・段丘上面は横断方向に緩やかな凸状地形とする。
　　　・東西辺縁部の高木植栽部分は、盛土厚約1.0ｍを確保する。
　　　・�敷地内の排水は、芝生及び植栽地を流出抑制要素と考える。強雨時の表流水は要所に素掘

り溝を設け、敷地周囲の水路を流末とする。
　③遺構表現
　　ア　活動域の表現
　　　・縄文時代草創期における楕円形の活動域を土系舗装により表現する。
　　イ　遺物集中区の表現
　　　・�２個所の遺物集中区において、神子柴・長者久保石器群に、最古段階の土器片が伴って出

土する状況を表現する。
　　　○第２土器集中地点【Ａ：平面表示＋解説板＋ＶＲ】
　　　・�磁器タイルあるいはホーロー板に遺物を模した造形物を接着、あるいは転着焼成（可能性

要検討）。または、下記人形と同一素材のＦＲＰも検討される。
　　　・人型の人形を２基設置する（石器を作る人・煮炊きする人）。
　　　・�人形の素材は、青銅では耐久性はあるが、モニュメント性が強いものとなる。そして高価

である。ＦＲＰでは、青銅より耐久性は劣る。紫外線の影響により３～５年で再塗装が必
要となるが、青銅より安価であるため、検討する人形の性格からＦＲＰが適当と考えられ
る。

　　　・表示面が近く、高さのある解説板を併設。
　　　・ＶＲにより石器を作る人、煮炊きする人の復元的な情景を見せる。
　　　※�人形については、今後の設計により設置の有無を検討し、設置しない場合には、民族事例

の写真等の解説により当時の情景を表現する。
　　　※ＶＲ利用方法
　　　　・解説板に付すQRコードからWEBサイトにアクセス。
　　　　・�専用アプリケーションを利用者の端末（スマートフォン・タブレット）にダウンロード。
　　　　・アプリケーションを起動し、カメラを人形にかざすとVR映像が画面に現れる。
　　　　　（人形の形状を引き金として、VR映像が現れる）
　　　　□　必要な設備等
　　　　　・現地に無線LAN環境（引込柱・電話回線・電源・無線LANルーター等）
　　　　　・専用アプリケーション
　　　　　・コンテンツ（アニメーション・実写・GC　等）
　　　○第１土器集中地点【Ｂ：疑似遺物展示】
　　　　・活動域の舗装に内に疑似制作した遺物を散布する。
　　　　・風化や散逸が予測されるので、定期的に再散布する。
　　　　・�体験活用において制作する石器や土器を利用することも有効となる。その際は本物の遺
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物と誤認されることを避けるため、土器に刻印をする、胎土に混入物を入れる、等工夫
を施す。また、散布する範囲は土器が発見された範囲に限定する。

　　　　・表示面が近く、高さのある解説板を併設する。
　　　　・土器を散布する範囲を示す杭を設置する。
　④園路・広場・便益施設
　　・�園路は最小限とし、将来の延長も意図する。舗装材は景観を重視したものとし、硬質な土質

舗装等を検討する。
　　・広場は利用者が自由に立ち入ることを意図して芝張りとする。
　　・西側に段丘を望む眺望広場を設ける。
　　・�腰掛を園路沿いに数カ所設ける。景観に調和した形状、デザインとする。周辺の木材等も検

討される。
　　・�出入り口に車止めを設け、指定地内のため埋め込み式を避け、固定式とし管理用車両等進入

用に数基は取外式とする。景観に調和した形状、デザインとする。周辺の木材等も検討され
る。

　　・植栽管理用、体験活動等の際の手洗い用の給水設備を設ける。
　　・�夜間の活動を想定しておらず、景観や周辺の住環境を優先することから照明設備は設けな

い。
　⑤植栽
　　・園路から外側を植栽地とする。
　　・修景と周辺の宅地への緩衝植栽を兼ねて高木を植栽する。
　　・�遺構保護を目的とした防根対策について、造成地の植栽では、盛土の層離面より下には根系

が及び難いことから、植栽に必要な盛土厚を確保することを以て対策とし、防根シートは用
いない。

　　・高木の植鉢の周囲直径3.0ｍの範囲は、遺構面に抵触しない深さで、良質土に入れ替える。
　　　（現状の埋戻土は砕石混じりで植栽に適さない）。
　　・�樹種は青森県埋没林調査を参考に、トウヒ属、モミ類、アカエゾマツ、グイマツを用いる。
　　・�植栽地内には寒冷地の環境に適する下草や低木を植栽する。導入する種について、氷河期の

植生復元を行った地底の森ミュージアム（仙台市）の復元樹種等を参考にする。
　　・下草の環境創出として、近似する山林等の表土を用いることも検討される。
　　・�氷河期から温暖化していく過程を示すものとして、一部に広葉樹（ダケカンバ等）の導入を検

討する。
　⑥案内解説施設
　　・南側出入り口に遺跡名称標識を設置する。
　　・出入口から入り、段丘上面を見渡す位置に全体案内板を設置する。
　　・�遺構表現に述べた解説板のほか、石斧発見地点、段丘・周辺地形、植栽樹木に関する解説板

を設置する。これらは遺跡の景観を優先して目立ちすぎないものとする。
　　・�遺跡の名称標識は、大きく表示し切り文字や箱文字を検討し、遺跡を特徴づける頁岩を用い

たものとする。
　　・�全体案内板、解説板の意匠は統一したイメージとし、景観になじみ、当該地に産するヒバを

用いたものとする。
　　・形状は、積雪が多い地域であることから、ある程度高さのある立上型とする。
　　・表示面の仕様は、色彩が鮮明な電子線印刷を用いる。
　　・�ＶＲによる映像は、解説板にＱＲコード等を添付し利用者の携帯端末により閲覧する方法を

検討する。
　　・解説言語は、日本語と英語を検討する（英語は要約文）。
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（２）活用・維持管理計画
　①植栽維持管理計画
　　大平山元遺跡整備の植栽地は、①段丘上の環境創出と②低地部の苗木育成からなる。
　　ア　段丘上の環境創出
　　　・�縄文時代草創期の当該地域に想定される針葉樹（トウヒ属、モミ族、アカエゾマツ、グイ

マツ等）を用いた環境復元を図る。
　　　・�導入する樹木は津軽半島産が望ましいが、例えばアカエゾマツの天然分布域は北海道が主

であり、近隣地域での入手が困難な場合も考えられる。他地域から導入する場合は、日本
海側のものに限定するなど遺伝的な交雑を避ける配慮が必要となる。

　　　・�植栽当初に高木を導入する場合には、事前に根廻を施した樹木を用いる。このことが難し
い場合には、凍土移植法（毛細根の保全を目的に、凍結した根の周りの土とともに移植す
る方法）の採用なども検討される。

　　　・�植栽当初には支柱が必要であるが、環境創出の目的からは望ましくない。植栽から数年後
の根の伸長状況により支柱を取り外すことや、当初から埋込支柱を用いることなどを検討
する。

　　　・�植栽後の維持管理について、潅水、施肥、薬剤散布があげられる。また広場の芝刈り、植
栽地の除草・草刈が必要となる。

　　　・潅水は夏季の乾燥時など、状況に応じて行う。
　　　・�施肥は樹木の育成状況に応じて行うものであり、落葉が分解・吸収される自給施肥の状態

が創出された場合には必要ないとされる。
　　　・�薬剤散布について、樹木が病害虫の被害を受けることは必然であるが、植栽直後の樹勢の

回復前や、樹勢の衰退、あるいは風通しの不良により大きい被害に至る場合がある。対策
として早期発見と切除が最も確実な方法とされるが、重要な樹木については薬剤散布を行
うこともある。

　　　・�公園植栽の場合には剪定・こも巻き・冬囲い等を行うが、縄文時代草創期の環境創出の観
点から、この整備では必要ないと考えられる。同様に、芝刈りや除草・草刈も年数回は必
要となるが、過度にならないよう管理する。

　　イ　低地部の苗木育成
　　　・将来段丘上の環境創出に活用する目的で、低地部を利用して苗木を育成する。
　　　・苗木の産地については上記の導入樹木と同様の配慮が必要となる。
　　　・苗木から２～３年生までの幼木に育て、育成後は段丘上に移植する。
　　　・�育成の管理には、町内の小学校クラス単位や地元の各種団体ごとに担当する苗木を決める

などの仕組みをつくり、遺跡への理解と愛護に役立てる。
　　　・�苗木・幼木の獣害対策として、簡易な樹脂製ネットで囲むなどの対策を必要に応じて行

う。
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簡易的な解説板

第１期整備計画整備イラスト
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